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第
三
十
八
条 

合
同
総
務
課
長
、
監
査
統
括
監
及
び

監
査
管
理
監
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
す
る

文
書
等
（
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
館
長

に
引
き
渡
す
廃
棄
予
定
文
書
を
除
く
。
）
は
、
焼

却
、
細
断
等
適
切
な
措
置
（
電
磁
的
記
録
に
つ
い

て
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当

該
電
磁
的
記
録
の
消
去
）
を
講
じ
た
上
で
廃
棄
す

る
も
の
と
す
る
。 
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附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


